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電
気
事
業
再
編
成
審
議
会
委
員
長
で
あ
つ
た
松
永
安
右
ヱ
門
氏
の
事
務
所
に
、
九
配
電
会
社
が
三
八
〇
万
円
の
寄
附
を
し

て
い
る
が
、
寄
附
し
た
者
、
寄
附
を
受
け
た
者
、
こ
の
両
者
に
は
税
法
上
の
違
法
は
な
か
つ
た
か
。
今
日
こ
の
事
実
が
明
ら

か
に
な
り
、
国
税
庁
は
ど
う
思
い
、
ど
う
し
よ
う
と
す
る
か
。
又
、
こ
の
金
で
給
料
、
謝
礼
、
手
当
等
の
名
目
で
金
銭
の
受

渡
し
を
し
た
者
た
ち
に
も
税
法
上
の
義
務
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 

税
法
の
適
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 


